
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 
第３期指定管理者選定における申請要項等新旧対照表 

 
 
 
 

１ 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 指定管理者 申請要項 
修   正   前 修   正   後 備考 

・５ 申請及び選定に関する事項 
（３）審査・選定の手続きについて 

キ 指定管理者との協定締結 

「８ 協定及び準備に関する事項」を参照 

 
 
・７ 協定及び準備に関する事項 
 
 
 

・５ 申請及び選定に関する事項 
（３）審査・選定の手続きについて 

キ 指定管理者との協定締結 

「６ 協定及び準備に関する事項」を参照 

 

 

・６ 協定及び準備に関する事項 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
２ 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 指定管理者 業務の基準 

修   正   前 修   正   後 備考 

第１ 運営に関して指定管理者が行わなければならない業務

の基準 
 
（２）開館時間 

原則として本施設の開館時間は、午前９時 15 分から午後９時

15 分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日における

開館時間は、午前９時 15 分から午後５時 までとする。また、

指定管理者が横浜市(以下｢市｣という。)の承認を得て延長する

ことができる。市の承認を得て、諸室別に異なった開館時間と

することもできる。 
 

第１ 運営に関して指定管理者が行わなければならない業

務の基準 
 
（２）開館時間 

原則として本施設の開館時間は、午前９時 15 分から午後９

時 15 分までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和 23 年法律第 178 号）第３条に規定する休日に

おける開館時間は、午前９時 15 分から午後５時15 分までと

する。また、指定管理者が横浜市(以下｢市｣という。)の承認

を得て延長することができる。市の承認を得て、諸室別に異

なった開館時間とすることもできる。 

 

 
 
 
 
 
 

 



３ 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール指定管理者の申請関係書類（様式集） 
修   正   前 修   正   後 備考 

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール指定管理者の申請

関係書類（様式集） 
 
 
 

中略 
 
【※１】指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予

算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業

報告書 
（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、各１

年度前の書類） 
 
＜団体の事業年度が４月から３月までの場合＞ 
平成 27 年度の収支予算書及び事業計画書並びに 26 年度の収

支計算書及び事業計画書 
（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、平

成27 年度の収支予算書及び事業計画書並びに平成 26 年度の

事業計画書、平成 25 年度の収支計算書及び事業計画書） 

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール指定管理者の申

請関係書類（様式集） 
 
（平成 27 年５月１日修正版） 
 

中略 
 

【※１】指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予

算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事

業報告書 
（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、各１

年度前の書類） 
 
＜団体の事業年度が４月から３月までの場合＞ 
平成 27 年度の収支予算書及び事業計画書並びに 26 年度の

収支計算書及び事業報告書 
（提出日時点で前年度の決算が確定していない場合は、平

成26年度の収支予算書及び事業計画書並びに平成 25 年度の

収支計算書及び事業報告書） 
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